
デジタル庁：デジタル臨時行政調査会（第3回）（令和4年3月30日）
　　　　　　資料1　デジタル原則を踏まえた規制の横断的見直しの進歩と課題について

＜適合性の点検・見直し対象の規律の範囲＞

代表的な７項目（注）の法律・政令・省令
（約5000条項）について、横断的に見直
しを行うための規制の類型等を整理。２月
に作業部会を設置、主要な規制・制度の見
直し方針の議論を本格化

経済界からデジタル原則に沿ったデジタル
化要望を調査し、類型化を見据えた先行事
例の見直しに着手

自治体の取組を後押しするため、今後、マ
ニュアルや先行事例を提示予定

＜点検・見直し作業＞

デジタル原則への適合性の点検・見直作業

７項目の規制の告示、通知・通達を洗い出
し作業を進行中。類型と見直し方針を検討
中
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（注）代表的なアナログ規制として考えている目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制

法律・政令・省令

告示・通知・通達等

規律全般

全国への波及
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アナログ規制の点検・見直し
（集中改革期間（3年間））

規制がデジタル化へ対応

新しいデジタル産業の創出
やスタートアップなどを通

じた経済成長

デジタル化を通じて国民生
活が便利に

昨年12月に策定したデジタル原則（原則①デジタル完結・自動化原則、原則②アジャイルガバナンス原則、原則
③官民連携原則、原則④相互運用性確保原則、原則⑤共通基盤利用原則）に沿って、規制の点検・見直しを実施

＜点検・見直し後＞


